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   船舶事故調査報告書 
 

                             平成３１年３月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年１０月１４日 ０９時００分ごろ 

発生場所 山口県周防
す お う

大島町下
しも

荷
に

内
ない

島南東方沖（平郡水道） 

下荷内島灯台から真方位１２３°２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４９.７′ 東経１３２°１３.１′） 

事故の概要 漁船第七十七華
はな

丸は、漁船栄
さかえ

丸にえい
．．

航される際、第七十七華丸

の船長が落水して負傷した。 

事故調査の経過  平成３０年１１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七十七華丸、４.８トン（本船） 

 ＹＧ３－６２４６５（漁船登録番号）、個人所有 

１３.８５ｍ（Lr）×３.９４ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１１０kＷ（動力漁船登録票による）、平成２７年

７月 

漁船 栄丸、４.６トン（僚船） 

 ＹＧ３－６２３０８（漁船登録番号）、個人所有 

１３.３５ｍ（Lr）×３.９４ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１１０kＷ（動力漁船登録票による）、平成２５年

５月１１日 

 乗組員等に関する情報 本件船長 男性 ４５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年３月８日 

  免許証交付日 平成３０年１月４日 

         （平成３２年３月７日まで有効） 

僚船船長 男性 ６５歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５６年１０月１５日 

  免許証交付日 平成２９年１０月２３日 

         （平成３４年７月１４日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（本件船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約３.７m/s、視界 良好 
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海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 東流約０.３ノッ

ト（kn） 

 事故の経過  本船は、本件船長ほか２人が乗り組み、ごち網漁の目的で、平成３

０年１０月１４日０５時００分ごろ、山口県柳井市阿
あ

月
つき

漁港を出港

し、平郡水道付近の漁場に至って操業を３回繰り返した。 

本船は、４回目の操業を開始し、船尾から浮き（樽）を投入した

後、樽に接続した長さが約６００ｍの左舷側の曳
ひき

綱（重り付きのロー

プ）及び袋状の網（以下「本件網」という。）を投入し、左に回頭を

しながら円を描くように右舷側に曳綱を投入してゆき、最初に投入し

た樽のところに戻った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ごち網漁の漁法 

本船は、本件船長が樽を引き上げ、左右両舷側の曳綱を操舵室外壁

に設備された各ローラで巻き上げることとし、いつものように本件網

を引かずに曳綱を寄せる目的で、約３～５分間曳綱を巻きながら後進

していたところ、本件網がプロペラ翼に絡まって航行不能となった。

（図２及び図３参照） 

 

 

 

 

 

図２ 正常な状態（イメージ）   図３ プロペラ翼に本件網が

絡まった状態（イメ

ージ） 

本件船長は、阿月漁港までえい
．．

航してもらうこととし、僚船船長に

携帯電話で連絡した。 

僚船は、僚船船長ほか１人が乗り組み、本船に向かった。 

本件船長は、本船の船首部にいた甲板員２人に僚船の船尾部から伸

出されたえい
．．

航索を船首部のたつ
．．

に係止させ、自らが本件網の状態を

確かめようと思い、本船の船尾部に赴き、舷縁から身を乗り出してい

た。（図４及び図５参照） 

 

樽 

本船 

本件網 
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本件網 

潮流（東流約０.３kn） 
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図４ えい
．．

航索を取ったときの本船乗組員の配置（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 本件船長が船尾方の本件網の状態を確認している状況 

（イメージ） 

僚船は、僚船船長がえい
．．

航索を取り終えたことを確認した後、主機

を前進運転として本船のえい
．．

航を開始した。 

本件船長は、急にえい
．．

航が開始されたので、反動で身体のバランス

を崩し、声を上げながら船尾部から落水し、無意識のうちに本件網を

右手で掴
つか

んだ。 

甲板員２人は、本船の操舵室の横から船尾部を見たところ、本件船

長の姿がなかったので、落水したと思い、僚船船長に本件船長が落水

した旨を大声で知らせた。 

僚船は、僚船船長が直ちに主機を中立運転とした後、えい
．．

航索を引

き寄せて後進し、本船の船首部に接舷した。 

僚船船長は、本船に移乗した後、甲板員２人と共に海中に飛び込

み、本件船長の右腕に絡まった本件網を包丁で切り、他の乗組員と協

力して本件船長を本船に引き上げた。 

僚船船長は、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

本件船長は、来援した巡視艇により柳井市柳井港まで運ばれ、救急

甲板員２人 

えい
．．

航索 本件船長 

本件船長 

本件網 

曳綱 
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車及びドクターヘリによって病院へ搬送されて治療を受けた後、１５

日に別の病院に転送され、右上腕骨骨折、右前腕骨骨折及び右前腕挫

滅創と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  僚船船長は、これまでに２～３回本船をえい
．．

航した経験があり、自

身の操船場所から本船の後部甲板が見通せない状況下、えい
．．

航索を取

ったら、すぐにえい
．．

航を開始して良いと思ってえい
．．

航を開始していた

が、急にえい
．．

航を開始せず、本船の乗組員に声掛けをするなどして、

乗組員の安全を確認すれば良かったと本事故後に思った。 

 本件船長は、Ｔシャツ、カッパのズボン、ゴム手袋及び長靴を着用

し、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、平郡水道において、航行不能となって僚船にえい
．．

航される

際、本件船長が本件網の状態を確かめようと思い、本船の船尾部で身

を乗り出していたところ、僚船船長が、自身の操船場所から本船の後

部甲板が見通せない状況下、えい
．．

航索を取ったら、すぐにえい
．．

航を開

始して良いと思って急にえい
．．

航を開始したことから、本件船長が反動

で身体のバランスを崩して落水し、本件網が右腕に絡まったことによ

り負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、平郡水道において、航行不能となって僚船にえ
．

い
．
航される際、本件船長が本件網の状態を確かめようと思い、本船の

船尾部で身を乗り出していたところ、僚船船長が、自身の操船場所か

ら本船の後部甲板が見通せない状況下、えい
．．

航索を取ったら、すぐに

えい
．．

航を開始して良いと思って急にえい
．．

航を開始したため、本件船長

が反動で身体のバランスを崩して落水し、本件網が右腕に絡まったこ

とにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・えい
．．

航船の操船者は、被えい
．．

航船の乗組員にえい
．．

航を開始する旨

を伝えてからえい
．．

航を開始すること。 

・急にえい
．．

航を開始すると、反動で身体のバランスを崩すおそれが

あるので、徐々に速力を上げること。 

・暴露甲板上では、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

下荷内島灯台 
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山口県 

柳井市 
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屋代島 

事故発生場所 

（平成３０年１０月１４日 

０９時００分ごろ発生） 

平郡島 

屋代島 

大分県 


